
添付２号様式 

学     則 
 
１ 研修の目的   障害者等の社会参加が活発になっている中で、ノーマライゼーションの考えに基

づいた適切なガイドヘルプサービスを提供するため、必要な知識、技術を有するガ
イドヘルパーの養成を図ることを目的とする。また、同行援護従業者が行う業務に
関する基礎的な知識及び技術を習得する。 

 
２ 研修の名称  北海道剣淵高等学校ガイドヘルパー養成研修事業 
 
３ 研修の要旨 

 研 修 課 程 

 

事業所の

所 在 地 

研 修 

形 態 

修 業 

年 限 

研 修 

期 間 

定 員 

 (人) 

 受講料 

   (円) 

  受講対象者 

 

同行援護従業者 
養成研修 
（一般課程） 

剣淵町 昼間 ５箇月 ５箇月 ４２ 
テキスト代 

¥2,673 

・生活福祉系列 

・農業国際系列及び

未来のしんろ系列

福祉系科目選択者 

全身性障害者移動
介護従業者養成研
修課程 

剣淵町 昼間 ５箇月 ５箇月 ４２ 
テキスト代 

¥2,640 

・生活福祉系列 

 

 
４ 受講手続 
 (1) 募集時期     入学時から系列（科目）選択まで 
 
 (2) 受講料納入方法  教育課程に基づく教科に係わる授業として行うため講習料は徴収しない 
 
 (3) 受講料返還方法  なし 
  
(4) 本人確認     科目選択による 

 
５ 研修時間数     生活福祉系列 （別紙１-１） 
            農業国際系列及び未来のしんろ系列福祉系科目選択者 （別紙１-２） 
 
６ 研修の免除     生活福祉系列受講生（別紙２） 
 
７ 主要テキスト    ガイドヘルパー研修テキスト（同行援護従業者養成研修テキスト）中央法規 
            ガイドヘルパー研修テキスト（全身性障害者編）中央法規 
８ 修了認定 
 (1) 出欠の確認方法  各科目開始前に出欠確認を行い、出席簿に記入する。 
 
 (2) 成績の評定方法  本校の単位認定において評定２以上であること。 
 
 (3) 修了の認定方法  研修科目すべてに出席しなければならない。ただし、欠席した科目について 

は、課題及びレポートを提出することにより出席したものとして扱う。 
 
 (4) 修了証明書    （別紙により記載すること） 
 
９ 退学規定      受講者が退学しようとするときは、実施者へ退学届を提出すること。 
 
10 その他 
注１ 「事業所の所在地」は、研修を実施する市町村名を記載すること。 
 ２ 「研修の形態」は、講義の実施方法（昼間、夜間及び通信の別）を記載すること。 
 ３ 「修業年限」は、事業者が、規定された修業年限内で定めること。 
 ４ 「研修期間」は、研修（講義・演習・実習）が開始から終了するまでの標準期間を、年、月又は

日を単位として記載すること。例 １年、３箇月、９０日 
 ５ 「受講料」は、講習料、教材料、実習料など受講者が共通して負担しなければならない費用の総

額であって、１人分を記載すること。 
 ６ 「退学規定」は、退学の手続方法（受講者から退学を求める場合と事業者が一方的に退学を命じ

る場合の方法）を記載すること。 
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添付２号様式－別紙１—１ 

 

生活福祉系列 

 

同行援護従業者養成研修（一般課程） 時間数 

 

 研修形態     講義・演習名               教科内容 時間数 

  講義 

 ８時間 

 

 

 

 

 

 

１ 視覚障がい者（児）の福祉サービスと

同行援護の制度に関する講義               

２時間 

(2)同行援護の制度と従業者の業務 ２時間 

４ 情報支援と情報提供に関する講義       

２時間 

(1)情報支援と情報提供       ２時間 

 

５ 代筆・代読の基礎知識に関する講義           

２時間 

(1)代筆・代読の基礎知識      ２時間 

 

６ 同行援護の基礎知識に関する講義                      

２時間 

(1)同行援護の基礎知識           ２時間 

 

  演習 

 ８時間 

移動支援に係る技術に関する演習                         

８時間 

(1)基本技術           ４時間 

(2)応用技能            ４時間 

 総時間数  １６時間 

 

 

全身性障害者移動介護従業者養成研修 時間数 

 

 研修形態 講義・演習名               教科名・時間数 

講義 

１ 障がい者福祉に係る制度及びサービ 

スに関する講義（３時間） 

（１）免除 

（２）移動介護の制度と業務   １時間 

２ 身体障がい者居宅介護等に関する講 

義（３時間） 

（３）免除 

（４）免除 

３ 全身性障がい者の疾病、障がい等に 

関する講義（２時間） 

（５）重度肢体不自由者（児）における 

   障がいの理解       １時間 

（６）介助に係わる車いす及び補装具等 

   の理解          １時間 

４ 基礎的な移動の介護に係る技術に関 

する講義（３時間） 

（７）姿勢保持について     １時間 

（８）ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝについて     １時間 

（９）事故防止に関する心がけと対策 

                １時間 

５ 障がい者の心理に関する講義（１時 

間） 

（10）免除 

演習 

１ 車いすでの移動の介護に係る技術に 

関する演習（４時間） 

（１）抱きかかえ方及び移乗の方法１時間 

（２）車いすの移動介助     ２時間 

（３）生活行為の介助      １時間 

 実施時間

数（合計） 
 １０時間 
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添付２号様式－別紙１—２ 

 

農業国際系列及び未来のしんろ系列 福祉系科目選択者 

 

同行援護従業者養成研修（一般課程） 時間数 

 

 研修形態 講義・演習名               教科名・時間数 

講義 １ 講義８．５時間 

（１）外出保障         １時間 

（２）視覚障がいの理解と疾病① １時間 

（３）視覚障がいの理解と疾病② 0.5 時間 

（４）障がい者（児）の心理   １時間 

（５）視覚障がい者（児）福祉の制度とサー 

ビス           1.5時間 

（６）同行援護の制度      １時間 

（７）同行援護従事者の実際と職業倫理 

                2.5時間 

講義・演習 ２ 講義・演習３．５時間 

（１）情報提供         ２時間 

（２）代筆・代読①       １時間 

（３）代筆・代読②       0.5 時間 

演習 ３ 演習１６時間 

（１）誘導の基本技術①     ４時間 

（２）誘導の基本技術②     ３時間 

（３）誘導の応用技術（場面別・街歩き）① 

                ４時間 

（４）誘導の応用技術（場面別・街歩き）② 

                １時間 

（５）交通機関の利用      ４時間 

 実施時間

数（合計） 
 ２８時間 
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添付２号様式－別紙２ 

生活福祉系列 免除科目 

 

同行援護従業者養成研修（一般課程） 免除科目 

 

 研修形態 講義・演習名 教科名・時間数 

講義 １ 講義        ８．５時間 

（２）視覚障がいの理解と疾病① １時間 

（４）障がい者（児）の心理   １時間 

（５）視覚障がい者（児）福祉の制度とサー

ビス         １．５時間 

免 除 時 間

数（合計） 
３．５時間 

 

 

全身性障害者移動介護従業者養成課程 免除科目 

 

 研修形態 講義・演習名 教科名・時間数 

講義 

１ 障がい者福祉に係る制度及びサービ

スに関する講義（３時間） 

(1)障害者総合支援制度とサービス   

２時間 

２ 身体障がい者居宅介護等に関する講

義（３時間） 

(3)居宅介護概論         ２時間 

(4)居宅介護従業者の職業倫理    １時間 

５ 障がい者の心理に関する講義（１時 

間） 

(10)障がい者（児）の心理     １時間 

免 除 時 間

数（合計） 
６時間 

 

 

・免除時間数（合計）について 

居宅介護職員初任者研修等実施要項 別紙３ 免除可能科目 13 および 14 による。 


